
一般社団法人日本調理科学会中国･四国支部規約 

 

（名 称）                                                                         

第１条 本会は、一般社団法人日本調理科学会中国･四国支部と称する。 

（支部事務所所在地） 

第２条 本会は、事務所を支部長の元に置く。 

（支部の目的） 

第３条 本会は、一般社団法人日本調理科学会（以下日本調理科学会とする）定款第３条に基づき設立し、

中国･四国地方における調理科学に関する研究の推進及び知識の普及に努めることを目的とする。 

（支部の行う事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

  (１) 日本調理科学会の事業の後援 

  (２) 研究会、講演会、研究発表会等の開催 

  (３) その他本会の目的を達成するために必要な事業 

（会員の種別） 

第５条 本会の会員は正会員、学生会員、特別会員及び名誉会員とする。 

 ２ 正会員及び学生会員は、中国･四国地方に在住または勤務する日本調理科学会の会員とする。 

 ３ 特別会員は、本会の目的及び事業に賛同し、本会の発展に寄与しようとする団体または個人とする。 

 ４ 名誉会員は、本会に特に功労のあった者で、役員会において推薦し、支部総会の承認を経て定める

ものとする。 

（行事への参加） 

第６条 日本調理科学会の会員は、本会の行う事業に参加することができる。 

（経費の支弁） 

第７条 本会の経費は、日本調理科学会の交付金、特別会員の会費、その他の収入をもって充てる。 

 ２ 特別会員の年会費は、3,000円以上とする。 

３ 本会が行う事業のために特別な費用を必要とするときは、その費用を会員から徴収することができる。 

（支部役員の種類） 

第８条 本会に、次の支部役員（以下、｢役員｣とする）を置く。 

  (１) 委員 20名以内 

  (２) 監事 2名 

 ２ 役員のうち1名を支部長、1名を副支部長とする。 

（支部役員の選任） 

第９条 支部長は、別に定める申し合わせに定める手続きに従って選出し、支部総会の承認および日本調

理科学会代議員総会の承認を受ける。 

２ 副支部長は、別に定める申し合わせに定める手続きに従って選出し、支部総会の承認を受ける。 

 ３ 委員及び監事は、本会の正会員の中から支部総会において選出及び選任する。 

（支部役員の解任） 

第10条 支部長の解任は、日本調理科学会代議員総会の承認を受けるものとする。また、副支部長、支部

役員は、支部総会の決議によって解任することができる。 

（支部総会） 

第11条 支部総会は定期総会および臨時総会とし、支部長がこれを招集する。 



２ 定期総会は毎年1回開催し、支部の重要事項を議決する。 

３ 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、または正会員の5分の1以上の請求があった場合に開催する。 

第12条 総会の議決は出席者の過半数をもって決する。 

（支部役員の職務） 

第13条 支部長は、本会を代表し、会務を統轄し、支部総会及び役員会を招集する。 

 ２ 副支部長は、支部長を補佐し、支部長が欠けたとき又は支部長に事故があるときは、その職務を代

行する。 

 ３ 副支部長および委員は、会務を分担執行する。その分担については別に定める。 

 ４ 監事は、会計を監査する。 

（支部役員の任期） 

第14条 支部長及び副支部長の任期は，選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時

代議員総会の終結の時までとする。 

２ 支部役員の任期は、選挙の年の翌年の4月1日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。 

（支部総会及び役員会） 

第15条 本会は、支部長の招集のもとに年1回支部総会を開催し、重要事項を議決する。 

 ２ 役員会は、適宜開催する。 

（会計年度） 

第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、次年の3月31日に終わる。 

（報 告） 

第17条 支部長は、別途定められた様式により、毎事業年度、次の事項について日本調理科学会理事会に

報告し、承認を受けるものとする。 

  （１）事業計画及び予算 

  （２）事業報告及び決算報告 

（規約の改廃） 

第18条 この規約の改廃は、総会の承認を受けるものとする。 

 

附 則 

（申合せ） 

1. 第７条1項及び2項に規定する費用は会計を担当する支部役員が，3項に規定する費用は当該事業を担当す

る支部役員が行う。 

 

この規定は、平成23年10月８日から施行する。  

この規定は、平成28年10月１日から施行する。 

この規約は、令和元年10月12日から施行する。 

 


